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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムの基地局によって実行される次のステップを含む方法であって、
　非周期的なチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）報告と上り共有チャネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）を介して送信されるデータとを多重化せずに前記ＣＱＩ報告のみを送信するモードを
使用して前記非周期的なチャネル品質インジケータを移動端末に報告させる場合には、
　前記移動端末による前記基地局へのチャネル品質インジケータの送信をトリガーするチ
ャネル品質インジケータトリガーと、所定の値を示す変調・符号化方式インデックスと、
前記移動端末から基地局への送信に使用される、前記ＣＱＩ報告のみを送信するモードを
使用してのＣＱＩ報告送信を前記移動端末にトリガーさせる所定のリソースブロック数と
等しいかまたは小さい数のリソースブロック数を示すリソースブロックに関する情報と、
を含む制御チャネル信号、を生成するステップと、
　生成された前記制御チャネル信号を前記移動端末に送信するステップと、
　前記制御チャネル信号により
　トリガーされた前記移動端末から前記ＣＱＩ報告のみを送信するモードを使用したチャ
ネル品質インジケータを受信するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記所定の値を示す変調・符号化方式インデックスが、前記移動端末によるユーザデー
タの再送信の冗長バージョンパラメータを示す、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記冗長バージョンパラメータの前記所定の値が、データの再送信において使用頻度の
低い冗長バージョンに対応している、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　基地局であって、
　非周期的なチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）報告と上り共有チャネル（ＵＬ－ＳＣ
Ｈ）を介して送信されるデータとを多重化せずに前記ＣＱＩ報告のみを送信するモードを
使用して前記非周期的なチャネル品質インジケータを移動端末に報告させる場合には、
　前記移動端末による前記基地局へのチャネル品質インジケータの送信をトリガーするチ
ャネル品質インジケータトリガーと、所定の値を示す変調・符号化方式インデックスと、
前記移動端末から基地局への送信に使用される、前記ＣＱＩ報告のみを送信するモードを
使用してのＣＱＩ報告送信を前記移動端末にトリガーさせる所定のリソースブロック数と
等しいかまたは小さい数のリソースブロック数を示すリソースブロックに関する情報とを
含む制御チャネル信号、を生成する生成手段と、
　生成された前記制御チャネル信号を前記移動端末に送信する送信手段と、
　前記制御チャネル信号によりトリガーされた前記移動端末から前記ＣＱＩ報告のみを送
信するモードを使用した前記チャネル品質インジケータを受信する受信手段と、
　を備える基地局。
【請求項５】
　前記所定の値を示す変調・符号化方式インデックスが、前記移動端末によるユーザデー
タの再送信の冗長バージョンパラメータを示す、
　請求項４に記載の基地局。
【請求項６】
　前記冗長バージョンパラメータの前記所定の値が、データの再送信において使用頻度の
低い冗長バージョンに対応している、
　請求項５に記載の基地局。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局および端末を備えている通信システムにおいて制御シグナリングを提
供する方法であって、基地局によって実行される方法、に関する。さらに、本発明は、端
末によって実行される方法に関する。さらに、本発明は、対応する基地局および端末を提
供する。
【背景技術】
【０００２】
パケットスケジューリングおよび共有チャネル送信の仕様
　パケットスケジューリングを採用している無線通信システムにおいては、エアインタフ
ェースリソースの少なくとも一部が複数の異なるユーザ（移動局（ＭＳ）またはユーザ機
器（ＵＥ））に動的に割り当てられる。これらの動的に割り当てられるリソースは、一般
には、少なくとも１つの上り共有物理チャネルまたは下り共有物理チャネル（ＰＵＳＣＨ
またはＰＤＳＣＨ）にマッピングされる。ＰＵＳＣＨまたはＰＤＳＣＨは、例えば、以下
の構成設定の少なくとも１つを有する。
【０００３】
－　ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）システムにおいては、１つまたは複数の符号が複数の
移動局の間で動的に共有される。
－　ＯＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）システムにおいては、１つまたは複数のサブ
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キャリア（サブバンド）が複数の移動局の間で動的に共有される。
－　ＯＦＣＤＭＡ（直交周波数符号分割多元接続）システムまたはＭＣ－ＣＤＭＡ（複数
搬送波符号分割多元接続）システムにおいては、上記の組合せが複数の移動局の間で動的
に共有される。
【０００４】
　図１は、１つの共有データチャネルを有するシステムにおける共有チャネル上のパケッ
トスケジューリング体系を示している。サブフレーム（タイムスロットとも称する）は、
スケジューラ（例えば物理層またはＭＡＣ層のスケジューラ）が動的リソース割当て（Ｄ
ＲＡ）を実行するうえでの最小間隔を反映している。図１においては、１つのサブフレー
ムに等しいＴＴＩ（送信時間間隔）を想定している。一般的には、ＴＴＩは複数のサブフ
レームにまたがっていてもよい。
【０００５】
　さらには、ＯＦＤＭシステムにおいて割り当てることのできる、無線リソースの最小単
位（リソースブロックまたはリソース単位とも称する）は、一般には、時間領域における
１つのサブフレームと、周波数領域における１つのサブキャリア／サブバンドとによって
定義される。同様に、ＣＤＭＡシステムにおいては、無線リソースのこの最小単位は、時
間領域における１つのサブフレームと符号領域における符号とによって定義される。
【０００６】
　ＯＦＣＤＭＡシステムまたはＭＣ－ＣＤＭＡシステムにおいては、この最小単位は、時
間領域における１つのサブフレームと、周波数領域における１つのサブキャリア／サブバ
ンドと、符号領域における１つの符号とによって定義される。動的リソース割当ては、時
間領域においてと、符号／周波数領域において実行することができる。
【０００７】
　パケットスケジューリングの主たる利点は、時間領域スケジューリング（ＴＤＳ）によ
るマルチユーザダイバーシチ利得と、ユーザレートの動的な適合化である。
【０００８】
　高速フェージングおよび低速フェージングに起因してユーザのチャネル条件が時間とと
もに変化するものと想定すると、スケジューラは、ある時点に、時間領域スケジューリン
グにおいて良好なチャネル条件を有するユーザに、利用可能なリソース（ＣＤＭＡの場合
には符号、ＯＦＤＭＡの場合にはサブキャリア／サブバンド）を割り当てることができる
。
【０００９】
ＯＦＤＭＡにおけるＤＲＡと共有チャネル送信の詳細
　ＯＦＤＭＡにおいては、時間領域スケジューリング（ＴＤＳ）による時間領域における
マルチユーザダイバーシチを利用することに加えて、周波数領域スケジューリング（ＦＤ
Ｓ）によって周波数領域におけるマルチユーザダイバーシチも利用することができる。こ
の理由は、ＯＦＤＭ信号が、周波数領域において、複数の異なるユーザに動的に割り当て
ることのできる複数の狭帯域サブキャリア（一般にはサブバンドにグループ化されている
）から構成されているためである。これによって、マルチパス伝搬による周波数選択性チ
ャネル特性を利用して、ユーザを、そのユーザのチャネル品質が良好である周波数（サブ
キャリア／サブバンド）上にスケジューリングすることができる（周波数領域におけるマ
ルチユーザダイバーシチ）。
【００１０】
　ＯＦＤＭＡシステムにおいては、実用上の理由から、帯域幅が複数のサブバンドに分割
されており、サブバンドは複数のサブキャリアから成る。すなわち、ユーザを割り当てる
ことのできる最小単位は、１サブバンドの帯域幅と、１スロットまたは１サブフレームの
持続時間とを有し（１つまたは複数のＯＦＤＭシンボルに対応する）、これをリソースブ
ロック（ＲＢ）と称する。一般に、サブバンドは連続するサブキャリアから成る。しかし
ながら、場合によっては、分散している不連続のサブキャリアからサブバンドを形成する
ことが望ましい。さらに、スケジューラは、複数の連続または不連続のサブバンドもしく



(4) JP 5277310 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

はサブフレーム、またはその両方にユーザを割り当てることができる。
【００１１】
　３ＧＰＰのＬＴＥ（ロングタームエボリューション）（非特許文献１）（http://www.3
gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている）の場合、１
０ＭＨｚのシステム（通常のサイクリックプレフィックス）は、１５ｋＨｚのサブキャリ
ア間隔での６００個のサブキャリアから構成することができる。６００個のサブキャリア
を、それぞれが１８０ｋＨｚの帯域幅を占める５０個のサブバンド（１２個の隣接するサ
ブキャリア）にグループ化することができる。１スロットの時間長が０．５ｍｓであると
想定すると、１リソースブロック（ＲＢ）は、この例によると１８０ｋＨｚ、０．５ｍｓ
を占める。
【００１２】
　マルチユーザダイバーシチを利用して周波数領域におけるスケジューリング利得を達成
するためには、ユーザのデータは、ユーザのチャネル条件が良好であるリソースブロック
上に割り当てるべきである。一般に、このようなリソースブロックは互いに近接しており
、したがって、この送信モードは局在型モード（ＬＭ：localized mode）とも称される。
しかしながら、一般的には、優勢なチャネル条件をスケジューリングエンティティが認識
していると想定することはできない。したがって、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）
をスケジューリングエンティティに（例えば端末から基地局に）送信することが必要であ
る。このような情報は、マルチアンテナ送信に関するさらなるパラメータ（例えば、プリ
コーディングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）、ランクインジケータ（ＲＩ））を備え
ていることができる。したがって、このようなＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩは、下りリンク送信
（すなわち、基地局から少なくとも１つの端末）に適用可能な条件を表しているべきであ
る。
【００１３】
　図２は、局在型モードのチャネル構造の一例を示している。この例においては、隣接す
るリソースブロックは、時間領域および周波数領域において４つの移動局（ＭＳ１～ＭＳ
４）に割り当てられている。リソースブロックのそれぞれは、第１層もしくは第２層また
はその両方の制御シグナリング（第１層／第２層制御シグナリング）を伝える部分と、移
動局のユーザデータを伝える部分とから成る。
【００１４】
　あるいは、図３に示したように、分散型モード（ＤＭ：distributed mode）においてユ
ーザを割り当てることができる。この構成設定においては、ユーザ（移動局）は、ある範
囲のリソースブロックに分散している複数のリソースブロック上に割り当てられる。分散
型モードにおいては、実施上の複数の異なるオプションが可能である。図３に示した例に
おいては、ユーザのペア（ＭＳ１／２とＭＳ３／４）が同じリソースブロックを共有して
いる。いくつかの例示的なさらなる実装上のオプションは、非特許文献２（http://www.3
gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている）に記載され
ている。
【００１５】
　なお、サブフレームの中で局在型モードと分散型モードを多重化することが可能であり
、この場合、局在型モードおよび分散型モードに割り当てられるリソース（ＲＢ）の量は
、固定的、準静的（数十ないし数百のサブフレームに対して一定）、または動的（サブフ
レームごとに異なる）とすることができることに留意されたい。
【００１６】
　局在型モードおよび分散型モードのいずれにおいても、１つのサブフレームの中で、１
つまたは複数のデータブロック（特にトランスポートブロックと称する）を、複数の異な
るリソースブロック上において同じユーザ（移動局）に個別に割り当てることができ、ユ
ーザは、同じかまたは異なるサービスまたは同じ自動再送要求（ＡＲＱ）プロセスに属し
ていることができる。この状況は、論理的には、異なるユーザを割り当てることと理解す
ることができる。
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【００１７】
第１層／第２層制御シグナリング
　パケットスケジューリングを採用しているシステムにおいてデータを正しく受信または
送信するための十分な副情報を提供する目的で、いわゆる第１層／第２層制御シグナリン
グ（下り物理制御チャネル：ＰＤＣＣＨ）を送信する必要がある。以下では、上りリンク
データ送信および下りリンクデータ送信のための一般的な動作メカニズムについて説明す
る。
【００１８】
下りリンクデータ送信
　下り共有チャネルを使用する既存の実装形態（例えば、３ＧＰＰベースの高速ダウンリ
ンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ））においては、下りリンクパケットデータ送信に加
えて第１層／第２層制御シグナリングが、一般には個別の物理（制御）チャネル上で送信
される。
【００１９】
　この第１層／第２層制御シグナリングは、一般には、下りリンクデータの送信に使用さ
れる（１つまたは複数の）物理リソース（例えば、ＯＦＤＭの場合における１つまたは複
数のサブキャリア、ＣＤＭＡの場合における符号）に関する情報を含んでいる。移動局（
受信者）は、データの送信に使用されているリソースをこの情報によって識別することが
できる。制御シグナリングにおけるもう１つのパラメータは、下りリンクデータの送信に
使用されるトランスポートフォーマット（transport format）である。
【００２０】
　一般には、トランスポートフォーマットを示すための可能な方法がいくつか存在する。
例えば、データのトランスポートブロック（ＴＢ）サイズ（ペイロードサイズ、情報ビッ
トサイズ）、変調・符号化方式（ＭＣＳ）レベル、スペクトル効率、符号化率などをシグ
ナリングすることで、トランスポートフォーマット（ＴＦ）を示すことができる。移動局
（受信者）は、復調、デ・レートマッチング（de-rate-matching）、および復号化プロセ
スを開始する目的で、情報ビットの数、変調方式、および符号化率を、この情報（通常は
リソース割当て情報と組み合わせる）によって識別することができる。場合によっては、
変調方式を明示的にシグナリングすることができる。
【００２１】
　さらには、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を採用しているシステムにおいては、ＨＡ
ＲＱ情報も第１層／第２層制御シグナリングに含めることができる。このＨＡＲＱ情報は
、一般には、ＨＡＲＱプロセス番号（移動局は、データがマッピングされているハイブリ
ッドＡＲＱプロセスをこの番号によって識別することができる）と、シーケンス番号（se
quence number）または新規データインジケータ（new data indicator）（移動局は、送
信が新しいパケットなのか再送信されたパケットなのかをこれらによって識別できる）と
、冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンまたはその両方と、を示してい
る。冗長バージョンおよびコンステレーションバージョンは、それぞれ、使用されている
ＨＡＲＱ冗長バージョン（デ・レートマッチングに必要である）、および、使用されてい
る変調コンステレーションバージョン（復調に必要である）を、移動局に知らせる。
【００２２】
　ＨＡＲＱ情報におけるさらなるパラメータは、一般には、第１層／第２層制御シグナリ
ングを受信する移動局を識別するＵＥ識別情報（ＵＥ　ＩＤ）である。一般的な実装形態
においては、この情報は、別の移動局に読まれないように第１層／第２層制御シグナリン
グのＣＲＣ（巡回冗長検査）をマスクするために使用される。
【００２３】
　次の表（表１）は、非特許文献１（第７．１．１．２．３節（未確認）を参照）から公
知である、下りリンクスケジューリングのための第１層／第２層制御チャネル信号の構造
の例を示している。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
上りリンクデータ送信
　同様に、上りリンク送信についても、上りリンク送信のパラメータを送信者に知らせる
目的で、第１層／第２層シグナリングが下りリンク上で送信者に提供される。本質的に、
この第１層／第２層制御チャネル信号は、下りリンク送信における第１層／第２層制御チ
ャネル信号と部分的に類似している。上りリンクの第１層／第２層制御チャネル信号は、
一般には、ＵＥがデータを送信するのに使用するべき（１つまたは複数の）物理リソース
（例えば、ＯＦＤＭの場合にはサブキャリアまたはサブキャリアブロック、ＣＤＭＡの場
合には符号）と、上りリンク送信用に移動局が使用するべきトランスポートフォーマット
とを示す。さらには、第１層／第２層制御情報は、ハイブリッドＡＲＱ情報（ＨＡＲＱプ
ロセス番号と、シーケンス番号もしくは新規データインジケータまたはその両方と、冗長
バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方とを示す）を備えてい
ることもできる。これに加えて、ＵＥ識別情報（ＵＥ　ＩＤ）を制御シグナリングに含め
ることもできる。
【００２６】
バリエーション
　上述したさまざまな情報を正確に送信する方法には、いくつか異なるバリエーションが
存在する。さらには、第１層／第２層制御情報は、さらなる情報を含んでいることもでき
、あるいは、いくつかの情報を省くことができる。例えば、ＨＡＲＱプロトコルを使用し
ない、または同期ＨＡＲＱプロトコルを使用する場合、ＨＡＲＱプロセス番号が必要ない
ことがある。同様に、例えば、チェィス合成（Chase Combining）を使用する（すなわち
、つねに同じ冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンが送信される）場合
や、冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンのシーケンスが事前に定義さ
れている場合には、冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンが必要ないこ
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とがある。
【００２７】
　別のバリエーションとして、電力制御情報、あるいはＭＩＭＯ（多入力－多出力）に関
連する制御情報（例えばプリコーディング情報）を制御シグナリングにさらに含めること
ができる。複数の符号語によるＭＩＭＯ送信の場合には、複数の符号語のためのトランス
ポートフォーマットもしくはＨＡＲＱ情報、またはその両方を含めることができる。
【００２８】
　上りリンクデータ送信の場合、上に挙げた情報の一部またはすべてを、下りリンク上で
はなく上りリンク上でシグナリングすることができる。例えば、基地局は、移動局が送信
に使用する（１つまたは複数の）物理リソースを定義するのみとすることができる。した
がって、移動局は、トランスポートフォーマット、変調方式、ＨＡＲＱパラメータのうち
の少なくとも１つを選択して、上りリンク上でシグナリングすることができる。第１層／
第２層制御情報のうちどの部分を上りリンク上でシグナリングし、どの部分を下りリンク
上でシグナリングするかは、一般には設計上の問題であり、ネットワークがどの程度の制
御を行い、どの程度の自主性を移動局に残すべきかに関するコンセプトに依存する。
【００２９】
　次の表（表２）は、非特許文献１から公知である、上りリンクスケジューリングにおけ
る第１層／第２層制御チャネル信号構造の例を示している（第７．１．１．２．３節（未
確認）を参照）。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　上りリンク送信および下りリンク送信のための第１層／第２層制御シグナリング構造の
、より最近の別の提案は、非特許文献３（http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり
、参照によって本文書に組み込まれている）に記載されている。
【００３２】
　上に示したように、さまざまな国においてすでに配備されているシステム（例えば３Ｇ
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ＰＰ　ＨＳＤＰＡ）のための第１層／第２層制御シグナリングが定義されている。３ＧＰ
Ｐ　ＨＳＤＰＡの詳細については、非特許文献４（http://www.3gpp.orgにおいて入手可
能）と、非特許文献５とを参照されたい。
【００３３】
　非特許文献６の第４．６節に記載されているように、ＨＳＤＰＡにおいては、「トラン
スポートフォーマット」（ＴＦ）（トランスポートブロックサイズ情報（６ビット））と
、「冗長バージョンおよびコンステレーションバージョン」（ＲＶ／ＣＶ）（２ビット）
と、「新規データインジケータ」（ＮＤＩ）（１ビット）とが、合計９ビットによって個
別にシグナリングされる。なお、ＮＤＩは実際には１ビットのＨＡＲＱシーケンス番号（
ＳＮ）としての役割を果たす（すなわち、新しいトランスポートブロックが送信されるた
びに値が切り替わる）。
【００３４】
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）
　非特許文献７（http://www.3gpp.orgにおいて入手可能）の第７．２節には、チャネル
品質インジケータの報告について定義されている。
【００３５】
　ＵＥがＣＱＩ、ＰＭＩ、およびＲＩを報告するために使用できる時間リソースおよび周
波数リソースは、ｅＮｏｄｅＢによって制御される。空間多重化の場合、非特許文献８に
記載されているように、ＵＥは、有用な送信層の数に対応するＲＩを決定する。上述した
技術仕様書に記載されているように、送信ダイバーシチのためには、ＲＩは１である。
【００３６】
　ＣＱＩ、ＰＭＩ、およびＲＩの報告は、周期的または非周期的である。ＵＥは、上り共
有物理チャネル（ＰＵＳＣＨ）が割り当てられていないサブフレームにおいては、ＣＱＩ
、ＰＭＩ、およびＲＩの報告を上り物理制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で送信する。以下
を目的としてＰＵＳＣＨが割り当てられているサブフレームにおいては、ＵＥは、ＣＱＩ
、ＰＭＩ、およびＲＩの報告をＰＵＳＣＨ上で送信する。
ａ）スケジューリング対象のＰＵＳＣＨ送信（関連付けられるスケジューリンググラント
あり、またはなし）
ｂ）ＵＬ－ＳＣＨ（上り共有チャネル）が存在しないＰＵＳＣＨ送信
【００３７】
　次の表３は、さまざまなスケジューリングモードにおけるＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨ
上でのＣＱＩの送信についてまとめてあり、非周期的または周期的にＣＱＩを報告するた
めの物理チャネルを示している。
【００３８】
【表３】

【００３９】
　周期的報告および非周期的報告の両方が同じサブフレームにおいて起こる場合、ＵＥは
、そのサブフレームにおいて非周期的報告のみを送信する。
【００４０】
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　ＵＥは、スケジューリンググラントにおいて送られた指示情報（以下ではチャネル品質
インジケータトリガー信号とも称する）を受信した時点で、ＣＱＩ、ＰＭＩ、およびＲＩ
の非周期的な報告をＰＵＳＣＨを使用して実行する。非周期的なＣＱＩ報告のサイズおよ
びメッセージフォーマットは、ＲＲＣ（無線リソース制御プロトコル）によって指定され
る。ＣＱＩ、ＰＭＩ、およびＲＩの非周期的な報告の最小報告間隔は、１サブフレームで
ある。ＣＱＩのサブバンドサイズは、送信者－受信者の構成設定（プリコーディングあり
、またはなし）において同じである。
【００４１】
　ＵＥは、ＣＱＩおよびＰＭＩと、対応するＲＩとを、次の表４に示した報告モード（後
述する）のうちの１つを使用して同じＰＵＳＣＨ上でフィードバックするように、上位層
によって半静的に構成されている。
【００４２】
【表４】

【００４３】
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）の定義
　１本の送信アンテナの場合のＣＱＩテーブルのエントリ数は、次の表５（４ビットのＣ
ＱＩを示している）に示したように、１６である。１つのＣＱＩインデックスは、ＣＱＩ
テーブル内の値を指すインデックスである。ＣＱＩインデックスは、チャネルの符号化率
の値と変調方式とに基づいて定義されている。
【００４４】
　時間的および周波数的に制限のない観察間隔に基づいて、ＵＥは、表中のＣＱＩインデ
ックスのうち、１つのＰＤＳＣＨサブフレームを２スロットの下りリンクサブフレーム（
整列されている基準期間は、報告するＣＱＩインデックスが送信される最初のスロットの
先頭よりｚスロットだけ前で終わる）で受信することができ、かつトランスポートブロッ
クの誤りの確率が０．１を超えないような最も高いＣＱＩインデックスを報告する。
【００４５】
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【表５】

【００４６】
プリコーディングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）の定義
　閉ループの空間多重化送信の場合、チャネルに依存するコードブックに基づくプリコー
ディングを行うためプリコーディングフィードバックが使用され、ＵＥは、プリコーディ
ングマトリクスインジケータ（ＰＭＩ）を報告する。ＵＥは、上述したフィードバックモ
ードに基づいてＰＭＩを報告する。各ＰＭＩ値は、非特許文献８の表６．３．４．２．３
－１または表６．３．４．２．３－２に記載されているコードブックインデックスに対応
する。開ループの空間多重化送信の場合、ＰＭＩ報告はサポートされない。
【００４７】
　上述したように、非周期的なＣＱＩ報告は、下り物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のグ
ラントにおける特殊ビット（ＣＱＩトリガー）によってトリガーすることができ、上り共
有物理チャネル（ＰＵＳＣＨ）を使用して送信することができる。通常、ＵＥのデータバ
ッファが空でない場合、ユーザデータおよびＣＱＩは互いに多重化される。
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【００４８】
　ＰＤＣＣＨには、変調・符号化方式（ＭＣＳ：Modulation Code Scheme）レベルのフィ
ールドが含まれており、レベルの範囲は、下の表６に示したように例示的に０～３１であ
り、各レベルは、ＭＣＳ／トランスポートブロックセット（ＴＢＳ）テーブルの行を指す
。以下の説明は、この例に基づいて進める。結果としてのＴＢＳおよび符号化率は、ＭＣ
Ｓテーブルのエントリと、許可されるリソースブロック（ＲＢ）の数とから計算すること
ができる。割当てサイズ（すなわち、割り当てられるリソースブロックの数）に依存して
使用される修正については、説明を単純にするため省いてある。
【００４９】
【表６】

【００５０】
　上に示した表６において、ＭＣＳインデックス０～２８では、下りリンク（ＤＬ）にお
ける冗長バージョン（ＲＶ）を符号化するためのさらなる２ビットが要求される。上りリ
ンク（ＵＬ）の場合、値が０であるパラメータＲＶ（ＲＶ０）が暗黙的に使用される。
【００５１】
　制御シグナリング方式として、非周期的なＣＱＩ報告を基地局に送信するように端末に
要求することができ、たとえ端末のデータバッファが空でない場合にも、報告がＣＱＩ情
報のみを含んでいる（すなわち、ＣＱＩ情報と上り共有チャネルデータとが多重化されな
い）制御シグナリング方式、を定義することが望まれる。このようにすることで、非周期
的なＣＱＩ報告の内容および誤り耐性に関する基地局側の制御性が向上する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００５２】
【非特許文献１】3GPP TR 25.814: “Physical Layer Aspects for Evolved UTRA”, Rel
ease 7, v. 7.1.0, October 2006
【非特許文献２】3GPP RAN WG#1 Tdoc R1-062089, “Comparison between RB-level and 
Sub-carrier-level Distributed Transmission for Shared Data Channel in E-UTRA Dow
nlink”, August 2006
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【非特許文献３】3GPP TSG-RAN WG1 #50 Tdoc. R1-073870, “Notes from offline discu
ssions on PDCCH contents”, August 2007
【非特許文献４】3GPP TS 25.308, “High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Ove
rall description; Stage 2”, version 7.4.0, September 2007
【非特許文献５】Harri Holma and Antti Toskala, “WCDMA for UMTS, Radio Access Fo
r Third Generation Mobile Communications”, Third Edition, John Wiley & Sons, Lt
d., 2004, chapters 11.1 to 11.5
【非特許文献６】3GPP TS 25.212, “Multiplexing and Channel Coding (FDD”), versi
on 7.6.0, September 2007
【非特許文献７】3GPP TS 36.213 “UE procedure for reporting channel quality indi
cation (CQI), precoding matrix indicator (PMI) and rank indication (RI)” Versio
n 8.2.0, March 2008
【非特許文献８】3GPP TS 36.211: “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-
UTRA)
【非特許文献９】3GPP RAN1 meeting 49bis R1-073105, “Downlink Link Adaptation an
d Related Control Signalling”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００５３】
　本発明の１つの目的は、リソースを無駄にすることなく、端末によるチャネル品質イン
ジケータの独立した送信をトリガーすることのできる、通信システムにおける制御シグナ
リング、を提案することである。さらには、対応する基地局および端末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００５４】
　この目的は、独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な実施形態は、従属
請求項の主題である。
【００５５】
　本発明の主たる一態様は、選択された条件時のみに所定の報告モードでＣＱＩが報告さ
れるようにする目的で、選択されたトランスポートフォーマットを使用することである。
より一般的には、基地局から端末への制御チャネル信号であって、ユーザデータを基地局
に送信するのに端末が使用するべき選択されたトランスポートフォーマットを備えている
制御チャネル信号、を定義する。トランスポートフォーマットは、システムに対する影響
が最小であるように選択される。選択されたトランスポートフォーマットの、端末による
解釈は、制御チャネル信号に含まれているＣＱＩトリガー信号に依存する。
【００５６】
　本発明の一実施形態は、通信システムにおいて制御シグナリングを提供する方法であっ
て、通信システムの基地局によって実行されるステップとして、少なくとも１つの端末に
よる基地局へのチャネル品質インジケータの送信、をトリガーするチャネル品質インジケ
ータトリガー信号と、トランスポートフォーマットと、を備えている制御チャネル信号、
を生成するステップと、生成された制御チャネル信号を少なくとも１つの端末に送信する
ステップと、を含んでおり、トランスポートフォーマットが、少なくとも１つの端末がユ
ーザデータを基地局に送信するための所定のフォーマットであり、制御チャネル信号が、
チャネル品質インジケータを基地局に報告するための所定のモードを示しており、チャネ
ル品質インジケータの送信が、チャネル品質インジケータトリガー信号に基づいて少なく
とも１つの端末によってトリガーされる、方法、を提供する。
【００５７】
　本発明の別の実施形態は、通信システムにおいて使用する方法であって、通信システム
の端末によって実行されるステップとして、端末を宛先とする制御チャネル信号を備えて
いる物理無線リソースのフレームを、通信システムの基地局から受信するステップと、示
された所定のモードを使用してチャネル品質インジケータを基地局に送信するステップと
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、を含んでおり、制御チャネル信号が、端末による基地局へのチャネル品質インジケータ
の送信、をトリガーするチャネル品質インジケータトリガー信号と、所定のトランスポー
トフォーマットと、を備えており、トランスポートフォーマットが、少なくとも１つの端
末がユーザデータを基地局に送信するための所定のフォーマットであり、制御チャネル信
号が、チャネル品質インジケータを基地局に報告するための所定のモードを示しており、
チャネル品質インジケータの送信が、チャネル品質インジケータトリガー信号に基づいて
トリガーされる、方法、を提供する。
【００５８】
　本発明の実施形態によると、データが端末から基地局に送信される場合、端末は、制御
チャネル信号の受信時にデータをバッファリングし、データの送信を再開する前に基地局
からの信号を待機する。
【００５９】
　本発明の好ましい実施形態によると、チャネル品質インジケータを報告するための、示
される所定のモードは、非周期的なチャネル品質インジケータの報告モードであり、非周
期的なチャネル品質インジケータは、ユーザデータと多重化されずに少なくとも１つの端
末によって基地局に送信される。
【００６０】
　本発明の実施形態によると、所定のトランスポートフォーマットは、少なくとも１つの
端末によるユーザデータの再送信の冗長バージョンパラメータを示しており、チャネル品
質インジケータの送信が、冗長バージョンパラメータの所定の値に対して少なくとも１つ
の端末によってトリガーされる。
【００６１】
　冗長バージョンパラメータの所定の値は、データの再送信において使用頻度の低い冗長
バージョンに対応していることが好ましい。
【００６２】
　本発明の別の実施形態によると、所定のトランスポートフォーマットは、同じ空間効率
を有する複数のトランスポートフォーマットの中から選択される。
【００６３】
　本発明のさらに別の実施形態によると、選択される所定のトランスポートフォーマット
が所定の符号化率に等しいかそれより大きい符号化率に関連付けられるように、所定のト
ランスポートフォーマットが複数のトランスポートフォーマットの中から選択される。
【００６４】
　本発明の実施形態によると、制御チャネル信号は、少なくとも１つの端末から基地局へ
の送信に使用されるリソースブロックに関する情報を含んでおり、リソースブロックに関
する情報が、所定のリソースブロック数に等しいかそれより小さいリソースブロック数を
示している場合にのみ、所定のモードを使用してのチャネル品質インジケータの送信がト
リガーされる。
【００６５】
　本発明の別の実施形態は、基地局であって、少なくとも１つの端末による基地局へのチ
ャネル品質インジケータの送信、をトリガーするチャネル品質インジケータトリガー信号
と、トランスポートフォーマットと、を備えている制御チャネル信号、を生成する生成手
段と、生成された制御チャネル信号を少なくとも１つの端末に送信する送信手段と、を備
えており、トランスポートフォーマットが、少なくとも１つの端末がユーザデータを基地
局に送信するための所定のフォーマットであり、制御チャネル信号が、チャネル品質イン
ジケータを基地局に報告するための所定のモードを示しており、チャネル品質インジケー
タの送信が、チャネル品質インジケータトリガー信号に基づいて少なくとも１つの端末に
よってトリガーされる、基地局、を提供する。
【００６６】
　本発明の別の実施形態は、端末であって、端末を宛先とする制御チャネル信号を備えて
いる物理無線リソースのフレームを基地局から受信する受信手段と、示された所定のモー
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ドを使用してチャネル品質インジケータを基地局に送信する送信手段と、を備えており、
制御チャネル信号が、端末による基地局へのチャネル品質インジケータの送信、をトリガ
ーするチャネル品質インジケータトリガー信号と、所定のトランスポートフォーマットと
、を備えており、トランスポートフォーマットが、少なくとも１つの端末がユーザデータ
を基地局に送信するための所定のフォーマットであり、制御チャネル信号が、チャネル品
質インジケータを基地局に報告するための所定のモードを示しており、チャネル品質イン
ジケータの送信が、チャネル品質インジケータトリガー信号に基づいてトリガーされる、
端末、を提供する。
【００６７】
　さらに、別の例示的な実施形態による本発明は、本文書に記載した方法をソフトウェア
およびハードウェアに実装することに関する。したがって、本発明の別の実施形態は、命
令を格納しているコンピュータ可読媒体であって、命令が基地局のプロセッサによって実
行されたとき、それに起因して、基地局が、少なくとも１つの端末による基地局へのチャ
ネル品質インジケータの送信、をトリガーするチャネル品質インジケータトリガー信号と
、トランスポートフォーマットと、を備えている制御チャネル信号を生成し、生成された
制御チャネル信号を少なくとも１つの端末に送信し、トランスポートフォーマットが、少
なくとも１つの端末がユーザデータを基地局に送信するための所定のフォーマットであり
、制御チャネル信号が、チャネル品質インジケータを基地局に報告するための所定のモー
ドを示しており、チャネル品質インジケータの送信が、チャネル品質インジケータトリガ
ー信号に基づいて少なくとも１つの端末によってトリガーされる、コンピュータ可読媒体
、を提供する。
【００６８】
　さらなる実施形態は、命令を格納しているコンピュータ可読媒体であって、命令が端末
のプロセッサによって実行されたとき、それに起因して、移動端末が、端末を宛先とする
制御チャネル信号を備えている物理無線リソースのフレームを基地局から受信し、示され
た所定のモードを使用してチャネル品質インジケータを基地局に送信し、制御チャネル信
号が、端末による基地局へのチャネル品質インジケータの送信、をトリガーするチャネル
品質インジケータトリガー信号と、所定のトランスポートフォーマットと、を備えており
、トランスポートフォーマットが、少なくとも１つの端末がユーザデータを基地局に送信
するための所定のフォーマットであり、制御チャネル信号が、チャネル品質インジケータ
を基地局に報告するための所定のモードを示しており、チャネル品質インジケータの送信
が、チャネル品質インジケータトリガー信号に基づいてトリガーされる、コンピュータ可
読媒体、に関する。
【００６９】
　以下では、本発明について、添付の図面を参照しながらさらに詳しく説明する。図面に
おいて、類似するかまたは対応する細部には、同じ参照数字を付してある。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】ＯＦＤＭＡシステムにおける、ユーザへの例示的なデータ送信を示している。
【図２】ＯＦＤＭＡシステムにおける、第１層／第２層制御シグナリングの分散型マッピ
ングを有する局在型モード（ＬＭ）でのユーザへの例示的なデータ送信を示している。
【図３】ＯＦＤＭＡシステムにおける、第１層／第２層制御シグナリングの分散型マッピ
ングを有する分散型モード（ＤＭ）でのユーザへの例示的なデータ送信を示している。
【図４】トランスポートブロック／プロトコルデータユニットと、その異なる冗長バージ
ョンと、トランスポートブロックサイズ／プロトコルデータユニットサイズとの間の相互
関係を、例示的に示している。
【図５】本発明の発想を実施することのできる、本発明の一実施形態による移動通信シス
テムを示している。
【発明を実施するための形態】
【００７１】



(15) JP 5277310 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

　以下では、本発明のさまざまな実施形態について説明する。例示のみを目的として、実
施形態のほとんどは、上の ［背景技術］において説明したＳＡＥ／ＬＴＥに従った（Ｅ
－）ＵＭＴＳ通信システムに関連して概説してある。本発明は、例えば、移動通信システ
ム（例えば前述したＳＡＥ／ＬＴＥ通信システム）と組み合わせて、あるいは多搬送波シ
ステム（例えばＯＦＤＭベースのシステム）と組み合わせて有利に使用できるが、本発明
はこれらの特定の例示的な通信ネットワークにおける使用に制限されないことに留意され
たい。特に、本発明は、基地局および端末（必ずしも移動端末でなくてもよい）を備えて
いる任意のタイプの通信システムにおいて実施することができる。例えば、ＵＭＴＳ／Ｌ
ＴＥカードを有するデスクトップＰＣが端末の役割を果たすことができる。あるいは、Ｕ
ＭＴＳ／ＬＴＥ以外のシステムを使用しての「ラストワンマイル」の送信用のアクセスス
テーション（非移動）内に端末を配置することができる。
【００７２】
　本発明のさまざまな実施形態について以下にさらに詳しく説明する前に、本文書におい
て頻繁に使用しているいくつかの用語の意味と、それらの相互関係および依存性について
、以下に簡潔に説明しておく。
【００７３】
　３ＧＰＰにおけるトランスポートフォーマット（ＴＦ）は、一般的には、トランスポー
トブロックの送信に適用される変調・符号化方式（ＭＣＳ）もしくはトランスポートブロ
ック（ＴＢ）サイズまたはその両方（適切な変調（復調）および符号化（復号化）を行う
うえで要求される）を定義する。
【００７４】
　上述したこの関係のため、第１層／第２層制御シグナリングでは、トランスポートブロ
ックサイズまたは変調・符号化方式のいずれかを示すのみでよい。変調・符号化方式をシ
グナリングするべきである場合、このシグナリングを実施する方法としていくつかのオプ
ションが存在する。例えば、変調および符号化それぞれのための個別のフィールド、また
は変調パラメータおよび符号化パラメータの両方のための共用フィールド（joint field
）を予測することができる。トランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）をシグナリングす
るべきである場合には、一般には、トランスポートブロックサイズを明示的にシグナリン
グするのではなく、ＴＢＳインデックスとしてシグナリングする。実際のトランスポート
ブロックサイズを求めるためのＴＢＳインデックスの解釈方法は、例えば、リソース割当
てサイズに依存させることができる。
【００７５】
　以下では、第１層／第２層制御シグナリングにおけるトランスポートフォーマットフィ
ールドが、変調・符号化方式またはトランスポートブロックサイズのいずれかを示してい
るものと想定する。この場合、トランスポートブロックのトランスポートブロックサイズ
は、一般には送信中に変化しない。しかしながら、トランスポートブロックサイズが変化
しない場合でも、例えばリソース割当てサイズが変化すると、個々の送信の変調・符号化
方式が変化しうる（上述した関係において明らかである）。
【００７６】
　さらに、本発明のいくつかの実施形態においては、再送信において、トランスポートブ
ロックサイズは一般に最初の送信から既知であることに留意されたい。したがって、トラ
ンスポートフォーマット（ＭＣＳもしくはＴＢＳまたはその両方）情報は、（たとえ送信
間で変調・符号化方式が変更される場合であっても）再送信においてシグナリングする必
要はなく、なぜなら、変調・符号化方式は、トランスポートブロックサイズとリソース割
当てサイズ（リソース割当てフィールドから求めることができる）から求めることができ
るためである。
【００７７】
　冗長バージョンは、図４に示したように、与えられたトランスポートブロックから生成
される一連の符号化されたビットを表す。データ送信の符号化率が固定レートの符号器お
よびレートマッチングユニット（例えば、ＵＭＴＳシステムまたはＬＴＥシステムのＨＳ
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ＤＰＡにおけるユニット）によって生成されるシステムにおいては、利用可能な符号化さ
れたビットの異なるセットを選択することによって、１つのトランスポートブロック（ま
たはプロトコルデータユニット）に対して異なる冗長バージョンが生成され、セットのサ
イズ（選択されるビットの数）は、データ送信における実際の符号化率（ＣＲ）に依存す
る。送信（または再送信）における実際の符号化率が符号器のレートより高い場合、冗長
バージョンは、符号化されたビットのサブセットから構築される。送信（または再送信）
における実際の符号化率が符号器のレートより低い場合、冗長バージョンは、一般に、符
号化されたビットすべて（選択されるビットが繰り返される）から構築される。なお、図
は、理解を容易にするため単純化してある。冗長バージョンの実際の内容は、図示した場
合とは異なっていてもよい。例えば、ＲＶ０は、システマティックビットのすべてまたは
一部のみと、パリティビットのすべてまたは一部のみとを含んでいることができる。同様
に、ＲＶ１およびそれ以外のＲＶが、非システマティックビットのみを含んでいるように
制約されることはない。
【００７８】
　なお、本文書におけるほとんどの例では、説明を単純にする目的で、トランスポートフ
ォーマットおよび冗長バージョンと記載している。しかしながら、本発明のすべての実施
形態において、用語「トランスポートフォーマット」は、「トランスポートフォーマット
」、「トランスポートブロックサイズ」、「ペイロードサイズ」、「変調・符号化方式」
のいずれか１つを意味する。同様に、本発明のすべての実施形態において、用語「冗長バ
ージョン」は、「冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方
」に置き換えることができる。
【００７９】
　本発明は、リソース割当てのスケーラビリティと、他の制御パラメータのシグナリング
に対して大きな影響を与えることなしに、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）の報告モ
ードをシグナリングすることのできる方法および装置を提供することを目的としている。
具体的には、このＣＱＩ報告モードは、ＣＱＩを非周期的に報告するモードであり、たと
えバッファが空でない場合でもＣＱＩをユーザデータと多重化しない。このモードを以下
では「ＣＱＩのみモード」（“CQI-only mode”）とも称する。
【００８０】
　特定の観点では、ＰＭＩはＣＱＩとまったく異なるものではない。ＰＭＩは、基本的に
は、物理リソースが良好に利用されるように使用するプリコーディングを提示し、ＣＱＩ
は、基本的には、同じ目的で、前述したＭＣＳまたはＴＢＳを提示する。したがって、Ｃ
ＱＩに関連しての本発明の以下の説明は、ＰＭＩを対象として、またはＣＱＩとＰＭＩの
組合せを対象として、または別の情報との組合せとして使用できるように、容易に適合さ
せ得ることが、当業者には明らかであろう。
【００８１】
　本発明の主たる発想は、選択された条件時に限られるＣＱＩのみの報告モードを、所定
のトランスポートフォーマットを使用してシグナリングすることに基づく。したがって、
基地局から端末への制御チャネル信号として、所定のトランスポートフォーマットを備え
ている信号を定義する。
【００８２】
　制御チャネル信号は、端末によるＣＱＩの送信をトリガーするＣＱＩトリガー信号をさ
らに備えている。選択されたトランスポートフォーマットの、端末による解釈は、制御チ
ャネル信号に含まれているＣＱＩトリガー信号における１つまたは複数のＣＱＩトリガー
ビットのステータスに依存する。端末がＣＱＩ報告を送信するべきであることをＣＱＩト
リガー信号が示しており、かつトランスポートフォーマットパラメータの値が所定の値に
一致する場合、端末は、この組合せを、そのようなＣＱＩを所定のモード（本文書におい
てはＣＱＩのみモード）で基地局に送信するべき命令として解釈する。それに対して、ト
ランスポートフォーマットパラメータの値が所定の値に一致しない場合、たとえＣＱＩト
リガーが設定されていても、端末は、ＣＱＩトリガーおよびトランスポートフォーマット



(17) JP 5277310 B2 2013.8.28

10

20

30

40

パラメータをそれぞれの通常の意味に解釈する。通常の意味とは、上りリンク送信におい
てＣＱＩをユーザデータと多重化することであることが、当業者には認識されるであろう
。
【００８３】
　本発明の主たる利点は、上りリンクおよび下りリンクにおけるＭＣＳ／ＴＢＳテーブル
の全体的な構造および内容が変更されないことである。ＣＱＩ報告モードをシグナリング
する目的に１つのＭＣＳレベルが完全に占有されるわけではない。下りリンクにおける柔
軟性はそのまま維持され、上りリンクのデータのみ（すなわちＣＱＩが多重化されない）
送信における柔軟性もそのまま維持される。さらには、本発明によると、１つのＭＣＳレ
ベル全体、またはＭＣＳレベル以外の何らかのパラメータの何らかの別の無条件値を無駄
に使用することなく、ＣＱＩのみの報告モードを実施することができる。これにより、上
りリンクスケジューラにおける柔軟性が高まり、結果として空間効率が向上する。
【００８４】
　本発明の好ましい実施形態によると、チャネル品質インジケータを報告するための、示
される所定のモードは、非周期的なチャネル品質インジケータの報告モードであり、非周
期的なチャネル品質インジケータは、ユーザデータと多重化されずに端末によって基地局
に送信される。このようにして、いわゆる「ＣＱＩのみ」報告を基地局に送信するように
端末にシグナリングすることができる。
【００８５】
　以下では、表６の例に示したＭＣＳエントリを参照することによって、本発明の好まし
い実施形態について説明する。
【００８６】
　ＣＱＩ報告は上りリンクにのみ存在するため、表６に示したＭＣＳテーブルエントリ２
９～３１は、再送信の冗長バージョン（ＲＶ）をシグナリングするために使用される。通
常、再送信のためのグラントを使用することなく、最小の送信回数を使用して最良の復号
化パフォーマンスが達成されるように、送信のためのＲＶパラメータの順序が確立されて
いる。ＬＴＥ／ＳＡＥにおいては、この順序は、ＲＶ＝｛０，２，３，１｝として確立さ
れており、なぜなら、ＲＶパラメータ１を使用する前にＲＶパラメータ２およびＲＶパラ
メータ３を使用することが、良好なパフォーマンスであるためである。結果として、ＲＶ
パラメータ１は、通常では使用頻度が最低のＲＶ値であり、したがって、ＲＶ１は使用頻
度が最低の冗長バージョンである。
【００８７】
　したがって、本発明の好ましい実施形態によると、ＣＱＩトリガー信号および所定のＭ
ＣＳインデックス（トランスポートフォーマットパラメータ値）と一緒に所定のＲＶ値（
好ましくはＲＶ値１）をシグナリングする制御チャネル信号を受信したときにのみ、端末
は、ＣＱＩのみの報告をＰＵＳＣＨ上で基地局に送信するべきである意味として解釈する
。ＲＶパラメータ１をシグナリングする制御チャネル信号を受信したがＣＱＩトリガー信
号が存在しない場合、端末は、ＲＶパラメータ１を使用して送信を実行するべきである意
味として解釈する。
【００８８】
　このことは次の表７にまとめてあり、選択された所定のトランスポートフォーマットは
、ＭＣＳエントリ２９である。
【００８９】
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【表７】

【００９０】
　本発明の基本的な発想は、トランスポートフォーマット（例えばＭＣＳインデックス）
およびＣＱＩトリガーに加えて他の条件パラメータ値を使用することによって、さらに拡
張することができる。これによって、リソースの利用効率をさらに高めることができる。
【００９１】
　以下では、本発明のさらなる実施形態について説明する。
【００９２】
　制御チャネル信号は、ＰＵＣＣＨ上での端末から基地局への送信に使用されるリソース
ブロックに関する情報を含んでいる。上に定義した所定のモードを使用してのチャネル品
質インジケータＣＱＩの送信は、リソースブロックに関する情報が、所定のリソースブロ
ック数に等しいかそれより小さいリソースブロック数を示している場合にのみ、端末によ
ってトリガーされる。
【００９３】
　実際に、リソースブロックの割当てが少ない場合にＣＱＩのみモードをシグナリングす
ることは有利であり、なぜなら、リソースブロックの割当てが多い場合、ＣＱＩのみでは
符号化率が不必要に低くなるためである。したがって、本発明のこの実施形態によると、
端末は、リソースブロックの割当て数が少ない場合にのみ、ユーザデータと多重化せずに
ＣＱＩを送信する。
【００９４】
　以下では、表８を参照することによって、説明を目的として一例を提示する。この例に
おいては、上述したようにＲＶパラメータを１として選択する。この例では１０個のリソ
ースブロックが選択されているが、これは例示を目的とするのみであり、任意の別の値を
代わりに選択することができる。
【００９５】
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【表８】

【００９６】
　表８から明らかであるように、ＣＱＩトリガー信号がシグナリングされ、ＲＶが１に設
定されており（ＭＣＳインデックス値２９に対応する）、割り当てられるリソースブロッ
ク数が１０に等しいかそれより小さい場合にのみ、ＣＱＩのみの送信が端末によってトリ
ガーされる。割り当てられるリソースブロック数が１０より大きい場合、たとえＣＱＩト
リガー信号がシグナリングされても、端末はＣＱＩのみを送信するのではなく、例えば、
値１を有する冗長バージョンパラメータを使用して、多重化されたデータとともにＣＱＩ
報告を送信する。
【００９７】
　さらには、チャネル条件が良好である（すなわち大きなＭＣＳが割り当てられている）
ＵＥは、多くのリソースブロックが割り当てられる可能性が高く、したがって、このよう
な場合、ＣＱＩトリガー信号がＣＱＩのみを意味するものと解釈することによって、柔軟
性が失われないようにすることが好ましい。したがって、リソースブロック数の所定のし
きい値よりも大きい数のリソースブロックが端末に割り当てられ、ＭＣＳまたは空間効率
の所定のしきい値よりも小さい空間効率を表すＭＣＳ値の場合に、ＣＱＩのみ送信をシグ
ナリングすることが好ましい。
【００９８】
　以下では、表９を参照することによって、本発明の代替実施形態を提示する。この実施
形態では、所定のＲＶパラメータ値（好ましくはＲＶ１エントリ）を使用する代わりに、
２つのトランスポートフォーマットのうちの１つ（すなわち、表９の例においては、同じ
空間効率を有する変調・符号化の組合せをシグナリングするＭＣＳインデックス）を使用
することを提案する。
【００９９】
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【表９】

【０１００】
　表９から明らかであるように、ＭＣＳエントリ９および１０は、同じ空間効率１．３２
６２を有する。さらには、ＭＣＳエントリ１６および１７は、それぞれ同じ空間効率２．
５６８４を有する。このような（空間効率に関して）重複するエントリが予測され、なぜ
なら、周波数選択性環境では変調方式が高次であるほど有利であるためである（詳細につ
いては非特許文献９を参照）。
【０１０１】
　データが多重化されない独立したＣＱＩ報告は、リソースブロックの割当てが少ない（
チャネルが比較的フラットである）場合に送信することが、より有利である。したがって
、空間効率が同じであるＭＣＳエントリのうち、より高次の変調方式を表すＭＣＳエント
リをトリガー目的に置き換えるべきである。例えば、表６において、「上位の」ＭＣＳエ
ントリ（すなわち１０または１７）を置き換えるべきである。
【０１０２】
　データが多重化されたＣＱＩ報告を送信することによって、上りリンクデータの冗長性
が減少する。データとＣＱＩを多重化するためには、順方向誤り訂正符号化によってデー
タ部に加えられる冗長性の一部を取り除いて、ＣＱＩのためのスペースを作らなければな
らない。明らかに、多くの冗長性が加えられているほど、多重化するＣＱＩのために数ビ
ットを取り除くのが容易であり影響が小さい。「上位の」エントリの方が「下位」よりも
多くの冗長性を提供し、したがって、「下位の」エントリの方が、ＣＱＩ報告とデータと
の効率的な多重化をサポートできる可能性が低い。極端な場合、データに加えられる冗長
性が、ＣＱＩに必要なビットよりも小さいことがある。このような場合、ＣＱＩを多重化
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冗長性を取り除くだけでは足りず、システマティック情報を取り除かなければならないた
めである。この結果として、受信者は受信した情報からデータ全体を再構築できないため
、データの自動的な送信が正常に行われない。したがって、より多くの冗長性を提供する
方のＭＣＳエントリを、ＣＱＩのみの送信用に置き換えて使用することが好ましい。結果
として、表６においては、「下位の」ＭＣＳエントリ９またはＭＣＳエントリ１６を、デ
ータを多重化せずにＣＱＩ報告を送信する目的に置き換えて使用することができ、これは
有利である。
【０１０３】
　さらには、表８に関連して説明した実施形態を、表９に関連して説明した実施形態と組
み合わせて適用および使用することができる。
【０１０４】
　一般的には、任意のＭＣＳインデックス値をＣＱＩトリガーと組み合わせて使用して、
ＣＱＩのみの報告モードをシグナリングすることができる。別の例として、設定されたＣ
ＱＩトリガー信号との組合せとして、極めて低い空間効率に関連付けられるＭＣＳエント
リ（例えば表６におけるＭＣＳインデックス０）を、ＣＱＩのみの報告をトリガーする目
的に置き換えることができ、これは有利である。このような場合、置き換えられるのは極
めて低い空間効率であるため、送信されないデータの量に関するシステムにおける損失は
無視することができる（データがＣＱＩと多重化されないため）。
【０１０５】
　以下では、表１０を参照することによって、本発明の別の代替実施形態を提示し、この
実施形態では、所定のＲＶパラメータ（好ましくはＲＶ１エントリ）を使用する代わりに
、高い符号化率に関連付けられる所定のトランスポートフォーマットを選択することを提
案する。
【０１０６】
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【表１０】

【０１０７】
　この実施形態によると、上の実施形態において説明したように所定のＲＶパラメータ（
好ましくはＲＶ１エントリ）を使用する代わりに、高い符号化率に関連付けられるＭＣＳ
エントリを使用して、ＣＱＩ報告のみを報告させる。表１０から明らかであるように、選
択されたＭＣＳエントリ２８は、所定の符号化率に等しいかそれより大きい符号化率に関
連付けられている。
【０１０８】
　実際に、多重化されたＣＱＩでは、上りリンクデータの冗長性が減少する。高い符号化
率を提供するＭＣＳエントリでは、提供される冗長性が極めて小さいため、そのような高
い符号化率でＣＱＩ報告をデータと多重化することは、本明細書においてすでに前述した
ように、比較的代償が大きい。結果として、本発明のこの実施形態によると、高い符号化
率に関連付けられるＭＣＳエントリ（例えば表６におけるＭＣＳエントリ２８）を、デー
タを多重化せずにＣＱＩ報告のみを送信させる目的に置き換えて使用することができ、こ
れは有利である。
【０１０９】
　さらには、表８に関連して説明した実施形態を、表１０に関連して説明した実施形態と
組み合わせて適用および使用することができる。
【０１１０】
　本発明によると、望ましいＣＱＩ報告モードをシグナリングする（好ましくは独立した
ＣＱＩ報告をシグナリングする）ために、さらなる別のパラメータを追加して設定するこ
ともできる。他の可能なパラメータの例として、特に、アンテナパラメータ（ＭＩＭＯ）
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。
【０１１１】
　別の実施形態においては、例えば時間領域あるいは周波数領域における複数の信号を使
用することによって、ＣＱＩのみの報告をシグナリングすることができる。例えば、２つ
の連続するサブフレームにおいてＣＱＩトリガーを設定することによって、ＣＱＩのみの
報告をトリガーすることができる。別の例として、低い空間効率に関連付けられるＭＣＳ
エントリを、連続するサブフレームにおいて端末に割り当てることによって、ＣＱＩのみ
の報告をトリガーすることができる。
【０１１２】
　別の実施形態においては、設定されたＣＱＩトリガー信号と組み合わせて、ＣＱＩのみ
の報告をトリガーする目的に置き換えられるＭＣＳエントリを、端末の異なる能力クラス
に応じて選択する。通信システムでは、一般的に、端末能力の複数の異なるクラスがサポ
ートされる。例えば、端末によっては、上りリンクにおける６４－ＱＡＭの送信がサポー
トされない。結果として、そのような端末においては、６４－ＱＡＭの変調方式に関連付
けられるＭＣＳは、通常では意味がない。したがって、このような端末においては、端末
の能力の範囲内ではないＭＣＳエントリと組み合わせて、設定されたＣＱＩトリガー信号
を使用することで、ＣＱＩのみの報告をトリガーすることができる。全範囲をサポートす
る端末は、本文書に記載した他の実施形態のいずれかを採用することが好ましい。
【０１１３】
　上述した実施形態においては、用語「所定の」は、例えば通信リンクの両側に既知であ
る特殊な意味を持つ値を表すために使用している。この値は、規格における固定値、ある
いは例えば他の制御シグナリングによってリンクの両端間で交渉される値とすることがで
きる。
【０１１４】
　以下では、本発明による制御チャネルシグナリングの定義によって生じる、ハイブリッ
ド自動再送要求（ＨＡＲＱ）の動作の修正について説明しておく。
【０１１５】
　ＣＱＩのみの報告をトリガーすることによって、ＰＵＳＣＨが通常のようにデータ送信
に使用されることが阻止されるため、ＨＡＲＱの動作も影響を受ける。最初に、上りリン
クにおけるＨＡＲＱの動作を規定する原理についてまとめておく。その後に、本発明によ
って修正されるＨＡＲＱプロトコル動作について説明する。
【０１１６】
　上りリンクデータ送信に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージを伝える物理ＨＡＲＱイン
ジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）を、同じ端末への下り物理制御チャネルＰＤＣＣＨと同
時に送信することができる。このように同時に送信された場合、端末は、ＰＨＩＣＨの内
容には関係なく、ＰＤＣＣＨが端末に指示する動作に従い、すなわち、送信または再送信
を実行する（適応再送信と称する）。端末に対するＰＤＣＣＨが検出されないときには、
ＰＨＩＣＨの内容が端末のＨＡＲＱ挙動を指示し、ＨＡＲＱ挙動は以下のとおりである。
【０１１７】
ＮＡＣＫ：端末は、非適応再送信、すなわち、同じプロセスによって前に使用されたのと
同じ上りリンクリソース上で再送信を実行する。
ＡＣＫ：端末は、上りリンク（再）送信を実行せず、そのＨＡＲＱプロセス用のＨＡＲＱ
バッファにデータを維持する。そのＨＡＲＱプロセスにおけるさらなる送信は、ＰＤＣＣ
Ｈによる次のグラントによって明示的にスケジューリングする必要がある。端末は、その
ようなグラントを受信するまで「一時停止状態」にある。
【０１１８】
　次の表１１は、この挙動を示している。
【０１１９】



(24) JP 5277310 B2 2013.8.28

10

20

30

【表１１】

【０１２０】
　以下では、「ＣＱＩのみ」を要求するＰＤＣＣＨが受信される場合の、本発明によって
修正される上りリンクＨＡＲＱプロトコルの挙動について説明する。
【０１２１】
　端末は、独立したＣＱＩ報告の送信を要求する制御チャネル信号を受信すると、「ＣＱ
Ｉのみ」を伝える受信したＰＤＣＣＨをＡＣＫとみなし、「一時停止状態」に入る。端末
は、ＭＡＣの観点において何らの上りリンク（再）送信を実行せず、再送信待ちのデータ
が存在する場合、データをＨＡＲＱバッファに維持する。ＨＡＲＱプロセスの次の発生時
、ＰＤＣＣＨが再送信または最初の送信を実行する必要があり、すなわち、非適応再送信
を行うことはできない。このようにすることで、ＵＥは、ＰＤＣＣＨ上の「ＣＱＩのみ」
の挙動を、ＰＤＣＣＨが存在しないときのＰＨＩＣＨ上のＡＣＫと同じように扱う。
【０１２２】
　次の表１２は、端末における、修正されたＨＡＲＱプロトコルの動作をまとめてある。
【０１２３】
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【表１２】

【０１２４】
　次に、本文書に記載したさまざまな実施形態のうちの１つによる制御チャネル信号の送
信者および受信者の動作について、さらに詳しく説明する。以下の説明は、例示として、
下りリンクデータを送信する場合に関連する。例示を目的として、図５に例示した移動ネ
ットワークを想定する。図５の移動通信システムは、少なくとも１つのアクセス・コアゲ
ートウェイ（ＡＣＧＷ：Access and Core Gateway）とＮｏｄｅＢとから成る「２ノード
アーキテクチャ」を有すると考えられる。ＡＣＧＷは、コアネットワークの機能（例えば
、呼のルーティング、外部ネットワークとのデータ接続）を処理することができ、さらに
、ＲＡＮ（無線アクセスネットワーク）のいくつかの機能を実施することができる。した
がって、ＡＣＧＷは、最近の３ＧネットワークにおいてＧＧＳＮ（ゲートウェイＧＰＲＳ
サポートノード）およびＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポートノード）によって実行さ
れる機能と、ＲＡＮの機能（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）、ヘッダー圧縮、暗号
化／整合性保護）とを兼ね備えているものと考えることができる。
【０１２５】
　基地局（ＮｏｄｅＢまたはエンハンスドノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）とも称する）は、例
えば、データの分割／連結、リソースのスケジューリングおよび割当て、多重化、物理層
の機能といった機能のみならず、ＲＲＣ機能（例えば外部ＡＲＱ）を処理することができ
る。例示のみを目的として、ｅＮｏｄｅＢは１つのみの無線セルを制御するように図示し
てある。当然ながら、ビーム形成アンテナもしくは他の技術、またはその両方を使用する
ことにより、ｅＮｏｄｅＢがいくつかの無線セルあるいは論理無線セルを制御することも
できる。
【０１２６】
　この例示的なネットワークアーキテクチャにおいては、移動局（ＵＥ）と基地局（ｅＮ
ｏｄｅＢ）との間のエアインタフェース上の上りリンクもしくは下りリンクまたはその両
方において、（プロトコルデータユニットの形における）ユーザデータを伝えるために共
有データチャネルを使用することができる。この共有チャネルは、例えば、ＬＴＥシステ
ムにおいて公知である上り共有物理チャネルまたは下り共有物理チャネル（ＰＵＳＣＨま
たはＰＤＳＣＨ）とすることができる。しかしながら、共有データチャネルおよび関連す
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る制御チャネルを、図２または図３に示したように物理層リソースにマッピングすること
も可能である。
【０１２７】
　制御チャネル信号／情報は、関連するユーザデータ（プロトコルデータユニット）がマ
ッピングされているのと同じサブフレームにマッピングされる個別の（物理）制御チャネ
ル上で送信することができ、あるいは、関連する情報を含んでいるサブフレームよりも先
行するサブフレームにおいて送ることができる。一例においては、移動通信システムは３
ＧＰＰ　ＬＴＥシステムであり、制御チャネル信号は第１層／第２層制御チャネル情報（
例えば、下り物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上の情報）である。複数の異なるユーザ（
またはユーザのグループ）の第１層／第２層制御チャネル情報それぞれを、図２および図
３に例示的に示したように、上り共有チャネルまたは下り共有チャネルの特定の部分にマ
ッピングすることができ、これらの図においては、複数の異なるユーザの制御チャネル情
報が下りリンクサブフレームの最初の部分（「制御」）にマッピングされている。
【０１２８】
　本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウ
ェアを使用して実施することに関する。本発明のさまざまな実施形態は、コンピューティ
ングデバイス（プロセッサ）を使用して実施または実行できることが認識される。コンピ
ューティングデバイスまたはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ）、またはその他のプログラマブルロジックデバイスとすることがで
きる。本発明のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組合せによって実行あるいは
具体化することもできる。
【０１２９】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、ソフトウェアモジュールによって実施するこ
ともでき、これらのソフトウェアモジュールは、プロセッサによって実行される、あるい
はハードウェアにおいて直接実行される。さらに、ソフトウェアモジュールとハードウェ
ア実装とを組み合わせることも可能である。ソフトウェアモジュールは、任意の種類のコ
ンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどに格納することができる。
【０１３０】
　さらには、端末、移動端末、ＭＳ、および移動局という用語は、本文書においては同義
語として使用していることに留意されたい。ユーザ機器（ＵＥ）は、移動局の一例と考え
ることができ、３ＧＰＰベースのネットワーク（例えばＬＴＥ）において使用するための
移動端末を意味する。さらに、端末は、移動局に限定されず、例えば、ＰＣカードあるい
は別のシステムの固定アクセスポイントとすることができる。
【０１３１】
　ここまで、本発明のさまざまな実施形態およびそれらのバリエーションについて説明し
てきた。具体的な実施形態において示した本発明には、広義に記載されている本発明の概
念または範囲から逸脱することなく膨大なバリエーションもしくは変更形態を創案できる
ことが、当業者には理解されるであろう。
【０１３２】
　さらには、実施形態のほとんどは、３ＧＰＰベースの通信システムに関連して概説して
あり、ここまでの説明で使用している用語は主として３ＧＰＰの用語に関連している。し
かしながら、用語と、さまざまな実施形態の説明とが、３ＧＰＰベースのアーキテクチャ
に関連していることは、本発明の原理および発想がそのようなシステムに限定されること
を意図するものではない。
【０１３３】
　さらに、上の ［背景技術］における詳しい説明は、本明細書に記載されている、ほと
んどが３ＧＰＰに固有な例示的な実施形態を深く理解することを目的としており、移動通
信ネットワークにおけるプロセスおよび機能の、説明した特定の実装形態に本発明を制限
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するものではないことを理解されたい。しかしながら、本文書に提案した改良・改善は、
 ［背景技術］に記載したアーキテクチャにおいてただちに適用することができる。さら
には、本発明のコンセプトは、３ＧＰＰによって現在議論されているＬＴＥ　ＲＡＮにお
いてもただちに使用することができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】
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